
れ
て
い
る
20
歳

以
上
60
歳
未
満

の
配
偶
者

※
事
業
主
が
直

接
、
年
金
事
務
所
に
届
け
出

任
意
加
入
被
保
険
者

・
国
内
に
住
所
が
あ
る
60
歳
以
上

65
歳
未
満
で
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
て
い
な
い
人

・
外
国
に
住
み
、
日
本
国
籍
を
有

す
る
20
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人

・
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を

満
た
し
て
い
な
い
65
歳
以
上
70 

歳
未
満
の
人
（
昭
和
40
年
４
月
１

日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
に
限
る
）

・
坑
内
員
・
船
員
の
老
齢
厚
生
年

金
や
退
職
共
済
年
金
を
受
け
て
い

る
60
歳
未
満
の
人

第
１
号
被
保
険
者

　

自
営
業
・

農
業
な
ど
に

従
事
し
て
い

る
人
お
よ
び

学
生
で
20
歳

以
上
60
歳
未

満
の
人

第
２
号
被
保
険
者

　

厚
生
年
金
保

険
（
船
員
を
含

む
）
や
共
済
組

合
の
加
入
者

第
３
号
被
保
険
者

　

厚
生
年
金
保
険（
船
員
を
含
む
）

や
共
済
組
合
の
加
入
者
に
扶
養
さ

　

国
民
年
金
は
国
内
に
住
所
が
あ
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

人
が
必
ず
加
入
し
、
納
め
た
保
険
料
と
国
の
負
担
金
で
、
老

後
や
障
が
い
者
に
な
っ
た
と
き
な
ど
に
、
生
活
の
基
本
的
な

部
分
を
み
ん
な
で
支
え
合
う
大
切
な
制
度
で
す
。
20
歳
に

な
っ
た
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

の
年
度
末
ま
で
）
の
子
ど
も
、
ま

た
は
20
歳
未
満
の
障
が
い
児
を
扶

養
し
て
い
る
場
合
は
、
１
人
に
付

き
次
の
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

２
人
目
ま
で
＝
年
額
22
万
７
９

０
０
円
、
３
人
目
以
降
＝
年
額

７
万
５
９
０
０
円
。

●
障
害
基
礎
年
金
と
老
齢
厚
生
年

金
な
ど
が
併
給
で
き
ま
す

　

障
害
基
礎
年
金
を
受
給
し
な
が

ら
働
い
て
厚
生
年
金
保
険
料
を
納

め
た
場
合
は
65
歳
以
降
、
障
害
基

礎
年
金
と
老
齢
厚
生
年
金
を
同
時

に
受
け
取
れ
ま
す
。

特
別
障
害
給
付
金
制
度

障
害
基
礎
年
金
な
ど
の
受
給
権
が

な
い
障
が
い
者
の
た
め
の
制
度

【
対
象
者
】
平
成
３
年
３
月
以
前

に
学
生
で
あ
っ
た
期
間
ま
た
は
昭

①
老
齢
基
礎
年
金

25
年
以
上
納
め
て
65
歳
か
ら

年
金
額
（
年
額
）
＝
79
万
２
１
０

０
円
（
月
額
６
万
６
０
０
８
円
）

※
こ
の
額
は
20
〜
60
歳
ま
で
の
40

年
間
、
保
険
料
を
納
め
た
満
額
の

場
合
の
金
額
で
す
。

【
受
給
開
始
時
期
】
保
険
料
を
納

め
た
期
間
や
免
除
さ
れ
た
期
間
な

ど
の
合
計
が
25
年
以
上
あ
る
人

は
、
65
歳
か
ら
受
け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
希
望
に
よ
り
受
給
開
始
時
期

を
月
単
位
で
繰
り
上
げ
た
り
、
繰

り
下
げ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
繰
り
上
げ
請
求
す
る

と
年
金
額
が
生
涯
、
減
額
さ
れ
ま

す
。②

障
害
基
礎
年
金

病
気
や
け
が
な
ど
で
体
が
不

自
由
な
人
に

年
金
額
（
年
額
）
１
級
＝
99
万
１
０

０
円
、２
級
＝
79
万
２
１
０
０
円

　

国
民
年
金
加
入
中
や
20
歳
前
に

初
診
日
の
あ
る
傷
病
で
、
１
・
２

級
の
障
が
い
者
に
な
っ
た
と
き
に

受
け
ら
れ
ま
す
（
一
定
の
要
件
あ

り
）。
な
お
65
歳
に
な
る
ま
で
に

初
診
日
が
あ
り
、
認
定
日
に
国
民

年
金
法
に
定
め
る
程
度
に
該
当
し

て
い
れ
ば
65
歳
を
過
ぎ
て
も
請
求

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

18
歳
以
下
（
18
歳
に
な
っ
た
年

和
61
年
3
月
以
前
に
厚
生
年
金
・

共
済
年
金
な
ど
の
加
入
者
の
配
偶

者
で
あ
っ
た
期
間
に
お
い
て
、
当

時
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い

な
か
っ
た
期
間
に
初
診
日
が
あ

り
、
現
在
、
障
害
基
礎
年
金
１
・

２
級
相
当
の
障
害
に
該
当
す
る
人

（
支
給
制
限
あ
り
）

【
支
給
額
】１
級
＝
月
額
５
万
円
、

２
級
＝
月
額
４
万
円

③
遺
族
基
礎
年
金

夫
が
亡
く
な
っ
て
子
ど
も
が

い
た
ら

年
金
額
（
年
額
）
＝
79
万
２
１
０

０
円

　

一
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る

被
保
険
者
ま
た
は
老
齢
基
礎
年
金

の
受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
た
人

が
死
亡
し
た
場
合
、そ
の
人
に
よ
っ

て
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
18
歳

　

転
職
な
ど
で
加
入
す
る
年

金
制
度
が
変
わ
っ
て
も
、
年

金
手
帳
は
同
じ
も
の
を
使
い
、

基
礎
年
金
番
号
も
生
涯
に
わ

た
り
変
わ
り
ま
せ
ん
。
番
号

の
違
う
年
金
手
帳
を
お
持
ち

の
場
合
は
、
手
帳
の
一
本
化

が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
の

確
認
を
年
金
事
務
所
で
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
そ
の
ま
ま
に

し
て
お
く
と
、
年
金
が
受
給

で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

第
１
号
被
保
険
者
・
任
意
加
入
被

保
険
者
は
基
礎
年
金
の
ほ
か
、次
の

給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

付
加
年
金

月
額
４
０
０
円
の
付
加
保
険

料
を
納
め
る
と

加
算
額
（
年
額
）
＝
２
０
０
円
×

納
め
た
月
数

　

定
額
保
険
料
に
付
加
保
険
料

（
月
額
４
０
０
円
）
を
上
乗
せ
し

て
納
め
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
額

に
付
加
年
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

（
障
害
年
金
受
給
者
は
加
算
は
あ

り
ま
せ
ん
）

死
亡
一
時
金

36
カ
月
以
上
納
め
た
人
が
亡

く
な
っ
た
ら

　

保
険
料
を
36
カ
月
以
上
納
め
た

人
が
、
老
齢
・
障
害
基
礎
年
金
の

い
ず
れ
も
受
け
取
ら
な
い
ま
ま
死

亡
し
、
そ
の
遺
族
が
遺
族
基
礎
年

金
ま
た
は
寡
婦
年
金
を
受
け
取
れ

な
い
場
合
に
支
給
。（
一
定
の
要

件
あ
り
）

寡
婦
年
金

夫
が
年
金
を
受
け
ず
に
亡
く

な
っ
た
ら

年
金
額
＝
夫
が
受
け
る
こ
と
が
で

き
た
は
ず
の
老
齢
基
礎
年
金
の
４

分
の
３
の
額

　

保
険
料
納
付
済
期
間
と
保
険
料

免
除
期
間
を
合
わ
せ
て
25
年
以
上

あ
る
夫
が
、
年
金
を
受
け
取
ら
な

い
で
死
亡
し
た
場
合
に
、
婚
姻
関

係
が
10
年
以
上
あ
っ
た
妻
に
、
60

歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
支
給
。

に
達
し
た
年
度
末
ま
で
の
子
ど
も

の
い
る
妻
ま
た
は
子
ど
も
が
受
け

取
れ
ま
す
。

※
子
ど
も
が
障
が
い
児
の
場
合
は

20
歳
未
満

会社などを
辞めたとき

配偶者が、会社
を辞めたとき･
健康保険の扶養
から外れたとき

市内へ転入して
きたとき

20歳になった
とき

年金手帳を
なくしたとき

死亡したとき

? 年金
手帳

　下表の場合は手続きが必要です。右記
の必要なものをお持ちの上、国保・年金
課（市役所別館３階）または支所へ。

ご
確
認
く
だ
さ
い

年 

金 

手 

帳

年金
手帳

日本
年金
機構

・年金手帳または年金証書
・運転免許証など、公的機
関発行の本人確認書類
・学生証
・離職票または雇用保険受
給資格者証（公務員の場合
は辞令書または退職証明書）
・委任状（代理人が申請ま
たは相談する場合）
※内容により必要書類が異
なりますので、事前に国保・
年金課へお問い合わせくだ
さい

必要なもの

第
１
号
・
任
意
加
入
被
保
険
者

の
皆
さ
ん
へ
独
自
の
給
付

（
平
成
23
年
度
の
金
額
）

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
が
加
入

国
民
年
金
に
加
入
す
る
被
保
険
者
の
種
類
は
―

こんなときは届け出が必要ですこんなときは届け出が必要です

国
民
年
金
に
加
入
す
る
被
保
険
者
の
種
類
は
―

受
け
取
る
基
礎
年
金
は
3
種
類

（
平
成
22
年
度
の
年
金
額
）

平
成
23
年
度
の
年
金
額
は
、
4
月
以
降
に
決
ま
り
ま
す

第
１
号
・
任
意
加
入
被
保
険
者

の
皆
さ
ん
へ
独
自
の
給
付

（
平
成
23
年
度
の
金
額
）

広報まつやま

２０歳になったら国民年金に加入を！

2011（平成23）年３月15日号 ⑷


